
令 和 ２ 年
２月25日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

徳
山
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
（
住
宅
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
情
報
企
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

換
地
処
分
の
届
出
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
設
業
の
営
業
の
停
止
命
令
（
監
理
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
の
不
明
（
監
理
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
人
委
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
公
告

一
般
競
争
入
札
の
実
施

七
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
労
委
公
告

山
口
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
四
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

は
せ
が
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
国
市
山
手
町
一
丁
目
一
〇
番
七
号

令
和
元
、

一
二
、
三
一

医
療
法
人
社
団
福
間
歯
科
医
院

周
南
市
岐
南
町
八
番
三
号

〃

〃

〃

し
お
か
わ
薬
局

下
松
市
栄
町
三
丁
目
三
番
九
号

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
四
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

油
良
郷
⑵
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

郡

名

町

名

大

字

名

字

名

地

番

標
柱
番
号

大

島

郡

周
防
大
島
町

油

良

行

通

一
〇
二
四
の
一

一
号

〃

〃

〃

行

通

岡

一
〇
一
九

二
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
一
八

三
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
一
五

四
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
一
七

五
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
一
七

六
号

〃

〃

〃

〃

一
〇
一
七

七
号

〃

〃

〃

行

通

一
〇
二
〇

八
号

一
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山
口
県
告
示
第
五
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
徳
山

駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏

名

住

所

小
野

嘉
久

周
南
市
住
崎
町
一
三
番
一
二
号
ロ
イ
ヤ
ル
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
〇
一
号

公

告

（
三
二
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
伴
う
人
事
給
与
福
利
厚
生
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
日
立
シ
ス
テ
ム
ズ

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
二
番
一
号

六

契
約
金
額

三
千
三
百
万
八
千
八
百
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

（
三
三
）
換
地
処
分
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
井

市
鷹
の
巣
地
区
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

換
地
処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
二
月
四
日

二

換
地
処
分
を
し
た
権
利
者
数

八
人

（
三
四
）
建
設
業
の
営
業
の
停
止
命
令

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
ま
し
た
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
二
月
十
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番

号
商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
日
・
章

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字
有
帆
五
七
番
地

代
表
者
の
氏
名

松
原

郡
士

許

可

番

号

山
口
県
知
事
許
可
（
般－

三
〇
）
第
二
一
一
六
二
号

三

処
分
の
内
容

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
三
月
二
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
営
業
の
全
部
の
停
止

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

前
代
表
取
締
役
が
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
の
罪
に

よ
り
、
令
和
元
年
十
月
二
日
に
山
口
地
方
裁
判
所
宇
部
支
部
か
ら
懲
役
一
年
六
月
（
執
行
猶
予
三

年
）
の
判
決
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し
、
こ
の
こ
と
が
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す

る
。

二
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（
三
五
）
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
の
不
明

次
の
建
設
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
当

該
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

代
表
者
の

氏

名

営
業
所
の
所
在
地

許

可

番

号

許
可
年
月
日

三
浦
家
建

三
浦

良
夫

岩
国
市
多
田
三
丁
目
一
一
二
番

地
六

山
口
県
知
事
（
般－

二
九
）

第
一
六
〇
四
三
号

平
成
二
九
、

五
、
一
六

人
事
委
員
会

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
令
和

元
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
会
計
年

度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
山
口
県
条
例
第
十
二

号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
（
以
下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）
並
び
に
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
フ
ル
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
（
以
下
「
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）
の
給
与

及
び
費
用
弁
償
の
支
給
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
報
酬
及
び
給
料
の
額
の
基
準
）

第
二
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
三
条
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
三
条
に

規
定
す
る
報
酬
の
額
並
び
に
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
会

計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
給
料
の
額
は
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
と
そ
の
種
類
が
類
似
す

る
職
務
に
従
事
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
条
例
第
二

号
。
以
下
「
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
一
般
職
に
属
す
る
学
校
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」

と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
常
勤
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）
の
属
す
る
職
務
の
等

級
の
最
低
の
号
給
の
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
、
職
務
内
容
、
経
験
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
地
域
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
支
給
の
対
象
と
な
ら
な
い
職
員
）

第
三
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与

条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
語
学
指
導
等
を
行
う
外
国
青

年
招
致
事
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
業
に
よ
り
招
致
し
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と

す
る
。

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
）

第
四
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与

条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
を
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み
な
し
た
場
合
の
給
料
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地

域
手
当
の
月
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
の

合
計
額
と
同
一
の
額
に
十
二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た

時
間
数
か
ら
七
時
間
四
十
五
分
に
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
会

計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
山
口
県
人
事
委
員
会

規
則
第
七
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
祝

日
法
に
よ
る
休
日
（
土
曜
日
を
除
く
。
）
及
び
年
末
年
始
の
休
日
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除

く
。
）
の
日
数
の
合
計
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
差
し
引
い
た
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
）

第
五
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与

条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一

正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
四

号
又
は
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
正
規
の
勤
務

時
間
中
に
勤
務
し
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
報
酬
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
日

を
除
く
。
）
に
お
け
る
勤
務

百
分
の
百
二
十
五

二
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二

前
号
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務

百
分
の
百
三
十
五

⚒

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例

第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
一
の
週
に
お
け
る
割
振
り
変
更
前

の
勤
務
時
間
（
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職

員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

割
り
振
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
と
な
っ
た
勤
務
時
間
の
時
間
数
（
当
該
時
間
数
が
割
振
り
変
更
前
の

勤
務
時
間
外
に
勤
務
し
た
時
間
数
（
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
会

計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
が
支
給
さ
れ
る
時
間
の

時
間
数
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
週
に
あ
っ
て
は
、
当
該
割
振
り
変
更

前
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し
た
時
間
の
時
間
数
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
割
り
振
る
こ
と
を
や
め

た
勤
務
時
間
数
等
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
当
該
週
の
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し

た
時
間
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。

一

一
の
週
に
勤
務
し
た
時
間
数
（
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
又
は
会

計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
が
支
給
さ
れ
る
時
間

の
時
間
数
を
除
く
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
（
会
計
年

度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
四
号
又
は
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
四
条

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
報
酬
が
支
給
さ
れ
る
時
間
が
あ
る
週
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
時
間
の
時

間
数
（
第
三
号
に
お
い
て
「
休
日
勤
務
時
間
数
」
と
い
う
。
）
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
加
え

た
時
間
数
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
休
日
勤
務
時
間
数
を
加
え
た
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
と

い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

休
日
勤
務
時
間
数

を
加
え
た
三
十
八
時
間
四
十
五
分
か
ら
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
（
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務

時
間
規
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当

該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ

る
代
休
日
。
次
号
に
お
い
て
「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
勤

務
時
間
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
勤
務
時
間
を
除
く
。
）
の
時
間
数
を
減
じ
た
時
間
数

（
そ
の
時
間
数
が
負
と
な
る
と
き
は
、
零
時
間
）
に
相
当
す
る
当
該
週
の
割
振
り
変
更
前
の
勤
務

時
間
外
に
勤
務
し
た
時
間

二

休
日
等
の
あ
る
一
の
週
に
勤
務
し
た
時
間
数
が
休
日
勤
務
時
間
数
を
加
え
た
三
十
八
時
間
四
十

五
分
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
三
十
八
時
間
四
十
五

分
を
超
え
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

当
該
休
日
等
に
割
り
振
ら
れ
て
い
た
割

振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
に
相
当
す
る
当
該
週
の
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
外
に
勤

務
し
た
時
間

三

一
の
週
に
勤
務
し
た
時
間
数
が
休
日
勤
務
時
間
数
を
加
え
た
三
十
八
時
間
四
十
五
分
（
割
振
り

変
更
前
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
休
日
勤

務
時
間
数
を
当
該
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
に
加
え
た
時
間
数
）
以
下
で
あ
る
場
合

割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し
た
時
間
の
時
間
数
（
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
た
勤
務

時
間
数
等
を
除
く
。
）
に
相
当
す
る
当
該
週
の
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
し
た
時
間

⚓

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例

第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
五
と
す
る
。

（
休
日
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
）

第
六
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与

条
例
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
が
週
休
日
に
当
た
る
と
き
に
お
け
る

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
は
、
週
休
日
に
当
た
る
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
の
直
後
の
勤
務
日
等
（
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間

規
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
日
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
そ
の
日
が
同
法
に
規
定
す

る
休
日
、
一
月
二
日
若
し
く
は
同
月
三
日
又
は
次
項
に
規
定
す
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
休

日
等
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
勤
務
日
等
の
直
後
の
休
日
等
以
外
の
勤
務
日
等
）
と

す
る
。
た
だ
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
事
情
に
よ
り
、
任

命
権
者
が
他
の
日
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
日
と
す
る
。

⚒

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例

第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
休
日
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
は
、
国
の

行
事
の
行
わ
れ
る
日
で
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

⚓

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例

第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
百
三
十
五
と
す
る
。

（
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
手
当
の
額
等
）

第
七
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
会
計
年
度
任
用

学
校
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
報
酬
の
額

は
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条

例
若
し
く
は
一
般
職
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
条
例
第
一

号
）
又
は
こ
れ
ら
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

り
常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ
る
宿
日
直
手
当
又
は
特
殊
勤
務
手
当
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

⚒

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
七
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
並
び
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員

給
与
条
例
第
七
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
手
当
は
、
当
該
年
度
の
四
月

一
日
現
在
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ
る
地
域
手

当
、
通
勤
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
、
へ
き
地
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤

務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
又
は
特
殊
勤
務
手
当
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
期
末
手
当
）

四
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第
八
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
七
条
及
び
第
十
一
条
第
二
項
並
び
に
会
計
年
度
任
用
学
校

職
員
給
与
条
例
第
七
条
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
任
期
は
、
基
準
日
に
お
い
て
任
用
さ
れ
て
い
る
職

に
係
る
任
期
（
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
に
お
い
て
任
用
さ
れ
て
い
た
職
に
係
る
任
期
の
初
日
か
ら
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
日
ま
で
の
期
間
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
次
に
掲
げ
る
期
間
と
を
合
計

し
た
期
間
と
す
る
。

一

基
準
日
の
属
す
る
年
度
と
同
一
の
年
度
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
た
期

間イ

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三
十
分
未

満
の
も
の
を
除
く
。
）

ロ

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

ハ

常
勤
職
員

ニ

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
条
例
第
五
十

二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
企
業
職
員
（
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
五
時
間
三
十
分
未
満

の
も
の
を
除
く
。
）

ホ

知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
条
例
第
二
十
号
）
第
二

条
各
号
に
掲
げ
る
者

二

基
準
日
の
属
す
る
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
た

期
間
（
基
準
日
に
お
い
て
任
用
さ
れ
て
い
る
職
に
係
る
任
期
に
引
き
続
く
も
の
に
限
る
。
）

三

基
準
日
の
属
す
る
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ

た
期
間
（
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
に
引
き
続
く
も
の
に
限
る
。
）

⚒

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
七
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
並
び
に
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員

給
与
条
例
第
七
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
期
末
手
当

及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
規
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期

間
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
準
日
に
お
い
て
任
用
さ
れ
て
い
る
職
に
係
る
任
期
（
基
準
日
前
一
箇
月
以

内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
に

お
い
て
任
用
さ
れ
て
い
た
職
に
係
る
任
期
の
初
日
か
ら
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
ま
で
の
期
間
）

と
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間

と
を
合
計
し
た
期
間
」
と
し
、
同
規
則
第
七
条
及
び
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

⚓

日
額
報
酬
又
は
時
間
額
報
酬
を
受
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
会
計
年
度

任
用
職
員
給
与
条
例
第
七
条
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
規
則
別
表
第
三
中
「
十
二
月
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
二
月
二
十
一
日
」
と
す
る
。

⚔

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
七
条
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
七
条
の
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お

け
る
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
受
け
た
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
三

条
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

報
酬
の
額
の
合
計
額
又
は
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
及
び

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
報
酬
の
額
の
合
計
額
を
当

該
期
間
に
お
け
る
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
日
数
で
除
し
て

得
た
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

⚕

前
項
の
在
職
期
間
は
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
在
職
し
て
い
た
期
間
を
三
十
日
と
し
て
計
算
す

る
。

（
費
用
弁
償
の
額
）

第
九
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第

八
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

月
額
報
酬
を
受
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

次
に
掲
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一

号
に
該
当
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
第
一
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第

一
号
又
は
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額

ロ

職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
は
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二

号
に
該
当
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
第
二
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
二
千
円
（
自
動
車
等
（
通
勤
手
当
に

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
交
通

の
用
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
使
用
距
離
が
片
道
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
二
千
円
に
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
の
自
動
車
等
を
使
用
す
る
片
道
の
距
離
及
び
交
通
の
用
具
の
区
分
に
応
じ
た
同
規
則
別
表
に

掲
げ
る
額
を
加
算
し
た
額
）
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
一
箇
月
当
た
り
の
勤
務
日
数
を
乗

じ
て
得
た
額

ハ

職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
三

号
に
該
当
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
第
三
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応

四
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じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

⑴

第
三
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
「
交

通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
通

常
徒
歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
自
動
車
等
を
使
用
す
る
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
そ
の
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ

る
が
自
動
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員

イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
（
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
一
箇
月

当
た
り
の
運
賃
又
は
料
金
（
以
下
「
運
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下

「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
ロ
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
七
万

円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
費
用
弁
償
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給

単
位
期
間
に
つ
き
、
そ
の
額
と
七
万
円
と
の
差
額
の
二
分
の
一
を
七
万
円
に
加
算
し
た
額
に

当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）

⑵

第
三
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

（
二
以
上
の
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
費
用
弁
償
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
合
計
額
。
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
」
と
い
う
。
）
が
ロ
に
定
め
る

額
以
上
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
⑴
に
掲
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
を
除
く
。
）

イ
に
定
め
る
額

⑶

第
三
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

等
が
ロ
に
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
⑴
に
掲
げ
る
パ
ー

ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）

ロ
に
定
め
る
額

二

日
額
報
酬
又
は
時
間
額
報
酬
を
受
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

次
に
掲
げ
る

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
通
勤
一
回
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額

イ

第
一
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

通
勤
一
回
当
た
り
の
運
賃
等
の
額
に
相
当
す

る
額
（
以
下
「
一
日
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、
一
日
当
た
り
の
運

賃
等
相
当
額
が
三
千
三
百
三
十
三
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
日
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
と
三

千
三
百
三
十
三
円
と
の
差
額
の
二
分
の
一
を
三
千
三
百
三
十
三
円
に
加
算
し
た
額

ロ

第
二
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

二
千
円
（
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
四

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
二
千
円
に
当

該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
自
動
車
等
を
使
用
す
る
片
道
の
距
離
及
び
交
通
の
用

具
の
区
分
に
応
じ
た
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
別
表
に
掲
げ
る
額
を
加
算
し
た
額
）
を
二
十
一

で
除
し
て
得
た
額

ハ

第
三
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

次
に
掲
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

⑴

前
号
ハ
⑴
に
掲
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
（
一

日
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
ロ
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
三
千
三
百
三
十
三
円
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
の
額
と
三
千
三
百
三
十
三
円
と
の
差
額
の
二
分
の
一
を
三
千
三
百
三
十
三
円

に
加
算
し
た
額
）

⑵

第
三
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
一
日
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

（
二
以
上
の
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
費
用
弁
償
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
合
計
額
。
以
下
「
一
日
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
」
と
い
う
。
）
が
ロ
に
定
め
る
額

以
上
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
⑴
に
掲
げ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度

任
用
職
員
を
除
く
。
）

イ
に
定
め
る
額

⑶

第
三
号
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
一
日
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等

が
ロ
に
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
⑴
に
掲
げ
る
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）

ロ
に
定
め
る
額

⚒

前
項
の
規
定
に
よ
り
費
用
弁
償
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

（
費
用
弁
償
の
支
給
日
）

第
十
条

会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第

八
条
第
一
項
の
費
用
弁
償
の
支
給
日
は
、
常
勤
職
員
の
通
勤
手
当
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
日
額
報

酬
又
は
時
間
額
報
酬
を
受
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任
用

職
員
給
与
条
例
第
五
条
第
一
項
又
は
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
給
与
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
酬
の
支
給
日
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
の
支
給

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
人
事
委
員
会
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山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
十
三
条
の
四
第
三
項
中
「
非
常
勤
職
員
」
を
「
短
時
間
勤
務
職
員
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
三
第
三
項
及
び
第
十
四
条
の
四
第
四
項
中
「
非
常
勤
職
員
」
を
「
短
時
間
勤
務
学
校
職

員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

公

告一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
等
の
購
入

㈠

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｉ
Ｐ
Ｒ
形
警
察
移
動
無
線
通
信
シ
ス
テ
ム
移
動
用
無
線
機

百
七
十
六
台

㈡

物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

納
入
期
限

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

㈣

納
入
場
所

契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
場
所

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
元
年
山
口
県
告
示
第
六
十
二

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品

等
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
二
年
山
口
県
告
示
第
三
十
二
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お

い
て
、
電
気
通
信
機
器
に
つ
い
て
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ

の
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
八
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務
委

託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。
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五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

㈢

受
領
期
限

令
和
二
年
四
月
七
日
午
後
三
時
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
二
年
四
月
八
日
午
後
一

時
三
十
分
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
四
階
管
理
室
四
〇
一

㈡

日
時

令
和
二
年
四
月
八
日
午
後
一
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
押
印
（
署
名
を
慣
習
と
す
る
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
自
署
）
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

こ
の
入
札
に
係
る
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
、
県
議
会
の
議
決
を
要
す
る
た
め
、
落
札
後
仮
契
約

を
締
結
し
、
当
該
議
決
を
経
た
後
本
契
約
を
締
結
す
る
。

㈤

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈥

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
二
年
三
月
十
九
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六
〇
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
contract:F
inance
D
ivision,Police
A
dm
inistration
D
epartm
ent,

Y
am
aguchi
Prefectural
Police
H
eadquarters

⑵

N
ature
and
quantity
ofthe
products
to
be
purchased
:Integrated
Police
R
adio
M
obile

C
om
m
unication
System
(M
obile
R
adio
Set),176
sets

⑶

D
elivery
period
:D
ecem
ber
25,2020

⑷

D
elivery
place:the
place
w
here
a
person
in
charge
of
the
contract
w
ill
instruct

⑸

D
ivision
in
charge
ofprocurem
entand
C
ontactpointfor
the
notice:F
inance
D
ivision,

Police
A
dm
inistration
D
epartm
ent,Y
am
aguchiPrefecturalPolice
H
eadquarters,1-1
T
a-

kim
achi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-0110)

⑹

T
im
e-lim
it
for
tender:3
:00
P.M
.A
pril
7,2020
(If
brought
in
person
:1
:30
P.M
.

A
pril
8,
2020)

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
等
の
購
入

㈠

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｉ
Ｐ
Ｒ
形
警
察
移
動
無
線
通
信
シ
ス
テ
ム
受
令
機

二
百
三
十
八
台

㈡

物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

納
入
期
限

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

㈣

納
入
場
所

契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
場
所

二

入
札
参
加
資
格

八
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入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
元
年
山
口
県
告
示
第
六
十
二

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品

等
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
二
年
山
口
県
告
示
第
三
十
二
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お

い
て
、
電
気
通
信
機
器
に
つ
い
て
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ

の
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
八
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務
委

託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

㈢

受
領
期
限

令
和
二
年
四
月
七
日
午
後
三
時
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
二
年
四
月
八
日
午
後
二

時
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
四
階
管
理
室
四
〇
一

㈡

日
時

令
和
二
年
四
月
八
日
午
後
二
時

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
押
印
（
署
名
を
慣
習
と
す
る
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
自
署
）
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈤

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
二
年
三
月
十
九
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六
〇
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴
D
ivision
in
charge
of
contract:F
inance
D
ivision,Police
A
dm
inistration
D
epartm
ent,

Y
am
aguchi
Prefectural
Police
H
eadquarters

⑵

N
ature
and
quantity
ofthe
products
to
be
purchased
:Integrated
Police
R
adio
M
obile

C
om
m
unication
System
(W
alkie-R
eceiver),238
sets

⑶

D
elivery
period
:D
ecem
ber
25,2020

八
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⑷

D
elivery
place:the
place
w
here
a
person
in
charge
of
the
contract
w
ill
instruct

⑸

D
ivision
in
charge
ofprocurem
entand
C
ontactpointfor
the
notice:F
inance
D
ivision,

Police
A
dm
inistration
D
epartm
ent,Y
am
aguchiPrefecturalPolice
H
eadquarters,1-1
T
a-

kim
achi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-0110)

⑹
T
im
e-lim
it
for
tender:3
:00
P.M
.A
pril
7,2020
(If
brought
in
person
:2
:00
P.M
.

A
pril
8,
2020)

労
働
委
員
会

公

告山
口
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
令
和
二
年
二
月

十
三
日
現
在
の
山
口
県
労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日

山
口
県
労
働
委
員
会
会
長

山

元

浩

氏

名

略

歴

山
元

浩

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

有
田

謙
司

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

西
南
学
院
大
学
法
学
部
教
授

近
本
佐
知
子

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

中
村
友
次
郎

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

平
中

貫
一

山
口
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

山
口
大
学
経
済
学
部
名
誉
教
授

伊
藤

正
則

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県
連
合
会
会
長

德
野

啓
範

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
基
幹
産
業
労
働
組
合
連
合
会
山
口
県
本
部
委
員
長

中
元

直
樹

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県
連
合
会
事
務
局
長

桝
本

康
仁

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
山
口
県
本
部
執
行
委
員
長

山
本

章
宏

山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
山
口
県
支
部
支
部
長

入
谷

珠
代

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

関
光
汽
船
株
式
会
社
取
締
役

久
戸
瀬
泰
司

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
ト
ク
ヤ
マ
シ
ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

爲
近
美
由
紀

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

宇
部
興
産
機
械
株
式
会
社
顧
問

西
田

隆
男

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

山
口
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

羽
嶋

等

山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

防
府
鉄
工
業
協
同
組
合
理
事
長

網
戸

茂

前
山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

鶴
岡

純
枝

前
山
口
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

安
本

公
二

前
山
口
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

小
野

嘉
孝

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

岡
本

操

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

一
〇
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